
病院内等臨時学童保育事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、医療提供体制の維持及び子どもの居場所確保を図るため、医療法（昭和

２３年法律２０５号）第７条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、又は同法第

８条の規定に基づく届け出により開設した診療所の開設者（以下、「補助事業者」とい

う。）が、小学校等の休校に伴い、既存の病院内保育所等を活用して実施する病院内等臨

時学童保育事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して

は、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）に規定するもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金等の交付の対象となる経費及びその補助率） 

第２条 前条に規定する事業に対する補助対象経費及び交付額の算定方法は、次の各号に

掲げるとおりとする。 

（１） 別表の第２欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額

を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（２） （１）により選定された額と別表の第３欄に定める基準額とを比較して少ない方

の額に別表の第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出され

た額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金等交付申請書及び添付書類の様式、提出期限） 

第３条 補助事業者は、補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類等を添えて、別に定

める日までに、知事に提出しなければならない。 

２  補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入に係る消費税額として

控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に

よる地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税

及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

はない。 

 

（補助金の交付条件） 

第４条 この補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、

事業変更承認申請書（様式第２号）を提出し、知事の承認を受けること。ただし、補

助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を

受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りではない。 

（２） 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業中止（廃止）承認申請書（様

式第３号）を提出し、知事の承認を受けること。 



（３） 補助事業が予定の期間内に完了する見込のない場合又は補助事業の遂行が困難に

なった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

（４） 知事は、前条第２項の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当

と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付決定

するものとする。 

（５） 知事は、前条第２項ただし書の規定により交付申請がなされたものについては、

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定

において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（実績報告書の様式、提出期限） 

第５条 補助事業者は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算し

て１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い

期日までに、事業実績報告書（様式第４号）に必要関係書類を添え、知事に提出しなけ

ればならない。 

２  補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第６条 補助金の交付は精算払いとする。ただし、知事が必要と認めたときは、概算払い

とすることができる。 

２  補助事業者は、前項ただし書の規定により概算払いを受けようとするときには、概算

払請求書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

 

（書類の保管） 

第７条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収

入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日（補

助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の

翌年度から起算して５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第８条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第６号）により速やかに、知事に報告しなけれ

ばならない。 

２  知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

 



（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は知事が定める。 

 

附則 

１ この要綱は、令和２年７月３日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

２ この要綱は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付決定された補助金については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。 

 

附則 

１ この要綱は、令和２年１２月２３日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 



別表 

 

 

１ 事業内容 ２ 対象経費 ３ 基準額 ４ 補助率 

 

 実施主体である医療機関に勤

務する職員の子が通う小学校又

は特別支援学校の臨時休校措置

（新型コロナウイルス感染症に起

因するものに限る。）が実施されて

いる期間であって、春休み終了日

の翌日以降から令和３年２月２８

日までの期間（夏休みなどの休業

日を除く。）の平日において、病

院内保育所等を活用し、以下の

いずれかを実施すること。 

 

（１）新たに終日学童保育の受け

入れを行う。 

（２）学童保育の受け入れを午前

中から行う。 

 

 

ただし、事業対象は既存の病

院内保育所において学童保育の

受け入れを追加的に実施する場

合や、病院内保育所以外のスペ

ースを活用して新たに学童保育

の受け入れを行う場合等とし、そ

の設備及び運営については、「放

課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準（平成２６年

厚生労働省令第６３号）」の規定

に基づき、取り扱うものとする。 

 

小学校等の休校に伴い

臨時的に実施する病院内

等学童保育事業の運営に

必要な次に掲げる経費 

 

職員基本給 

職員諸手当 

非常勤職員手当 

社会保険料 

保険料 

雑役務費 

委託費（上記に掲げる経

費に該当するもの。） 

 

１か所当たり次の（１）から（４）に

より算出された額の合計額 

 

（１）臨時休校に伴い、午前中から

学童の受け入れを行う場合 

10,200円×延日数 

 

（２）臨時休校に伴い、新たに終日

学童保育の受け入れを行う場

合 

36,000円×延日数 

 

（３）共済掛金等 

200円×臨時・追加的に

受け入れた児童数 

 

（４）臨時・追加的に児童受け入れ

を行うことによる事務手数料 

30,000円 

 

１／３ 


